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1 は じめ に

 あ らゆ る理 論 を人 間の有 限性 とそれ に基づ く

無 限志 向性 か ら生 じる宗教 理 論 を前 提 に して思

想 展 開 して い る シ ュ ラ イエ ル マ ッハ ー(F.D,

E.Schleiermacher,1768～1834)は,そ の有 限

性 をで きる限 り完 全 な状 態 に近づ け る必 要性 か

らさ まざ まの研 究 を行 い続 け て きた。 シ ュラ イ

エル マ ッハ ー は 「あ らゆ る有 限 的存 在 の 本来 的

性 質(das urspr�glich Identische)の 対置 に

よって おの ず か ら解 放 され て い る神 性 の 理念 に

お け る対 立 の 超 越 論 的 統 一(die transzen・

dente Einheit der Gegens舩ze)の 考 え方 」】)に

基 づ いて,あ らゆ る思 考 を普 遍 的 な無 限性 に近

づ け よ う と して い た。 なぜ な ら,人 間存 在 その

もの の もつ 有 限性 が あ らわ れ て くる理 性 の機 能

を無 限性 に近づ け る こ とが,シ ュ ライエ ル マ ッ

ハ ーの理 論 研 究の基 礎 に な って い るか らで あ る。

 「シュ ライ エル マ ッヘ ル は教 育 学 の普 遍性 を

拒 否 した 最 初 の 代 表 者」2)とい わ れ て い る よ う

に,彼 が理 論 の普遍 性 を重視 したの は,人 間が

理 性 に よって 生 み 出す理 論 は,必 然 的 に有 限性

とい う根 本 的性 質 を もって しま うか らで あ り,

そ れ を克服 す るため に弁 証法 が必 要 に な って く

る と考 え たか らで あ る。 シ ュ ライエル マ ッハ ー

は 「有 限的 理性 は ど ち らか とい えば 受容 的認 識

(rezeptives Erkennen)と 圧 倒 的 な 自 発 性

(�erwiegende Spontaneit舩)か ら その 表 象

や 理 念 に従 って生 じて きた行 為 や形 態 の 間 での

生 き 生 き し た 振 動 過 程(lebendiger Oszil-

lationsprozeB)に お い て の み 明 らか に な って

くる」3}と考 え て い た た め に,こ の よ う な振 動

過 程 をその論 理 展 開 にお いて導 く術理 論 と して

の弁証法が必要だったので ある。 とりわけ,シ

ュライエルマ ッハーにおいては,こ の ような理

論 と実践 の間の振動過程 は倫理学 と教育学 にお

いて重要な意義 をもって くる。

 「倫理学 は理性の力の もとにおける有限的存

在の表現 であ り」4>,倫理学 にお いて問題 にす

るべ き最高善(h�hstes Gut)を 取 り扱 う時,

弁証法は必要不可欠の学問 になるのであ る。同

様 に,「 教育理論 は倫理学 と密接 な関係 にあ り,

また,教 育理論 は倫理学 と結びつ いた術理 論

(Kunstlehre)で あ る」5)がゆ え に,理 性 の も

つ有限性 を含む。その結果,教 育理論 について

も,シ ュライエルマ ッハ ーは弁証法 を きわめて

多用 している。倫理学 も教育理論 もともに現実

生活にお ける実践 を導 きうる理論でなければな

らず,そ の意味で,倫 理学や教育理論の展開 に

は,弁 証法 は不可欠な術理論なのである6)。

 以上の ような基本的考察 をもとに,本 論稿で

は,シ ュライエルマ ッハーが弁証法 を用いるこ

とによって 目指 した意義 について考察 していき

たい。

2 実践化の理論 としての弁証法

 シュライエルマ ッハーにおいては倫理学 も教

育理論 も学 問 としての普遍性 と同時 に現実的有

効性 をもっていなければ な らない。 「思考 とは

すべての ものにおいて同一であ り,存 在 と一致

してい る」7)もので な けれ ばな らない。思 考 と

存在が一致 してい る時,そ れは知識 として存在

す るので ある。つ まり,知 識 として存在 してい

る ものは,少 な くとも何 らかの形で,普 遍性 と

現実的有効性 を もっていなければな らず,そ の
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点 にお いて,知 識 はわ れ われ を具体 的 に導 く力

を もっ てい る。

 「最 高の対 立 とは理 想(das Ideale)と 現 実

(das Reale)の 対 立 で あ り,普 遍 的 な もの

(das Allgemeine)と 個 別 的 な も の(das

Besondere)の 対 立 で あ り」8」,この よ うな対 立

を統 合 して い くこ とが 理論 の 実践 化 の過程 なの

で あ る。理 論 を実 践化 し よう とす るの は,そ の

理論 が 実践 化 され る こ とに よって何 らか の価値

を実現 す るか らで あ り,少 な くと も理 想 とされ

るこ とが その 実現 の 可能性 を もって い なけれ ば

な らない。 全 く実 現 の可 能性 を もた な い理 想 は

理 想 で は な く単 な る幻 想(Phantasie)に 過 ぎ

ない。 この よ うな意味 にお い て,シ ュ ライエル

マ ッハ ー は理想 と現 実,理 論 と実践 の対立 の統

合 の重 要性 を常 に求 め るの で あ る。

 「個 々 の 有 限 的 存 在(jedes endliches

Sein)は 普 遍 的 な もの と個 別 的 な もの の この よ

うな対 立 に よ って規 定 され て い る」9)ので あ り,

現 実 の 人間 は さま ざ まの 生活 現 実 の ため に必 ず

しも理 想 どお りに生活 す るこ とは で きな い。 こ

れ は人 間の もつ現 実性 と理 念性 の対 立 を矛 盾 と

して受 け取 り,そ の矛 盾 を解 決 して い くため の

術理論 を必要 と して い るか らで あ る。 そ して,

その術 理 論 こ そが弁 証法 で あ り,そ の よ うな術

理論 として の弁 証法 を用 い る こ とに よって,現

実的 有効性 と普 遍性 を もち う る倫 理 学や 教 育理

論 が成 立 す る可能性 を もつの で あ る。 なぜ な ら,

「経験 と思 索(Empirie und Spekulation)は

認 識 とい う具 体 的行 為 にお いて 常 に完全 にな ら

な け れ ば な らな い」1°}からで あ り,そ の よう な

経 験 と思 索 の一 致 こそが現 実 的有 効性 を もつ理

論 に な る基 礎 で あ る。

 われ われ が現 実 的 に理 論 か ら導 か れ る実践 や

実践 につ な が る理論 は,人 間 が具 体 的 な実践 に

か か わ る こ とな しに成 立 しな い。 そ れ ゆ え,

「自己 直 観(Selbstanschauung>と 世 界 直 観

(Weltanschauung)の 間 の 対 比(Parallele)

は 自 己 形 成(Selbstbildung)と 世 界 形 成

(Weltgestaltung)の 対比 に対 応 す る」11)ので

あ る。 世 界 内存在 で あ る人間 は,そ の世代 に お

い て存 在 し,自 己形 成 を遂 げて い く過程 で社会

その もの をつ く り出 してい くの で あ り,同 時 にt

その過程 で 自己や 世 界 につ い ての認 識 を もつ こ

とが で きる ように な るので あ る。 人間 は人 間 で

あ る と き,人 間社 会 の一 員 で あ る状 態が 実 現 さ

れ て い くの で あ る。 そ して,こ の よ う な 対 比

(自 己直観 と世 界 直観 の対比 や 自己形 成 と世 界

形 成 の 対比)の 統 合 過程 に必然 的 に シュ ライエ

ルマ ッハ ーの い う具体 的 要 素の調 和 を実 現 す る

弁 証法 の必 要性 が あ らわれ て くるの で あ る。

 実際 「人間 の生 活 は個 々 人の 内か らあ らわれ

て くる生 命 活 動(Lebensth舩igkeit)と,個 々

人 に 対 す る 外 か らの は た ら き か け(Einwir-

kung)と の両 要 素 か ら合 成 され て い る」12)ので

あ るか ら,教 育 的 はた らきかけの 立場 か らは,

被 教 育者 の 学習 状況 や 生 活活動 全 般 を十 分 に把

握 した うえで,そ の学 習状 況 との か かわ りの う

ち に教 育 実践 を行 わ な けれ ばな らな い。 この よ

うな考 え方 も,シ ュラ イエルマ ッハ ー にお け る

理 想 と現 実 を調和 的 に統 合 す る弁証 法 的論 理 展

開 の あ らわ れで あ る。

 「シュ ライエ ルマ ッハ ー に よ る と,理 論 哲学

(theoretische Philosophie)が 解 決 す る べ き

主 要課 題 は,思 考 が その対 象 に到 達す る ように,

また,思 考(Denken)と 存 在(Sein)の 要 求

さ れ た 一 致(ﾜbereinstimmung)が 基 礎 づ け

られ て い る よ うに,問 題 の解 明 にお いて思 考 と

存 在 の 基 本 的 な 一 致 の 提 示(Aufweis)に あ

る」13)。そ して,そ の よ うな 思 想 と存 在 の 一 致

を現 実 的 な要 素 を対 応 させ なが ら実現 して い こ

う とす る思 考 方法 が シュ ライエ ルマ ッハ ー にお

け る弁 証法 なの で あ る。

 「思 考 が思 考 にお け る存在 の,ま た,理 想 に

お け る現 実 ので き る限 り完 全 な表 現(die m�-

lichste vollst舅dige Abbildung)で あ る限 り,

思 考 に お い て対 象 物(Gegenst舅den)な い し

は 存 在 に 対 し て わ れ わ れ の 表 象(Vorstel-

lung)が 向か わね ば な らな い。 それ に対 して,

わ れ わ れ の 意 欲(Wollen)に お い て は,存 在

が わ れわ れ の理想 に向 か うべ きで あ る。 す な わ

ち,理 想 が 現 実 に お い て あ らわ れ て くる」ia)の

で あ る。 人 間は 日常 生活 で 言語 を用 い て,コ ミ

ュニ ケー シ ョン を行 うので あ るが,そ の 時,人
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間は常に存在物や対象を 自らの表象 を用 いるこ

とによって相 手に伝 え ようとす る。そ こに,存

在物や対象 と表象の関係 をよ り確実な ものにす

る弁証法が成立 して くるのである。

 シュライエル マ ッハーにおける 「弁証法は人

間 の思 弁 的 な 話 し方(Rede)の 術 で あ り,

……存在 してい る対 話(Dialogos)の 真理 の

なかか ら引 き出 されて くる」15)ものであ るか ら,

日常生活において人間が もつ さまざまの矛盾 を

含 むコ ミュニケーシ ョンか らその矛盾 を解消 し

てい く方法 としての対話術 なのである。 しか し,

真理 を導 き出す方法論 としての弁証法 は,一 人

の人間の思考 において もあ らわれ うる。 自らの

思考 を吟味す るために,意 図的に現 に存在す る

考え方に対立す る思想 を措定することに よって,

自ら真理に近づ く努力 をす ることも可能で ある。

現 実には,そ こまで自らの思想を客観視す るこ

とは難 しい。それゆえ,対 話が一一般的 に重要 な

意義 を もって くるのであ る。 シュライエルマ ッ

ハー 自身 「一 人の人間においての純粋思考の阻

止 を前提 とし,そ の ときに 自己対話が成立す る

か,ま たは,純 粋 な思考生産 におけるよ り多 く

の参 加者 の間で本来の対話 が成立 す る」16)と考

えるのであ る。つ まり,人 間の理性 は本来有 限

的な性格 をもつ もので あるか ら,十 分な哲学的

思索の訓練(弁 証法 を修得す るための訓練)を

受 けていない場合,自 己自身のあ る考 え方に客

観 的に対立す る考 え方 を措 定 し,高 め,吟 味す

ることはで きない場合が多い。それ ゆえにこそ,

シュライエルマ ッハー・は次の ように説明するの

で あ る。 「論争(Streit)が す で に存在 してい

るところにおいてのみ,知 識へ向かっての動 き

が十分な もの になって くるのであ り,純 粋 な思

考はその本質 において論争を純粋 に維持 するた

め に他の思考か ら十分 に区別 して規定 し,そ の

時 は じめて弁証法 が成立 し,形 成 されてい くこ

とが可能 になる」17)のである。

 理論的 には対話に よって 自然に弁証法 が成立

す るので あるが,現 実 には対話 を行 う者同士が

純 粋な思考 を行い うるか否 かによって対話 の成

立は左右 される。ここに倫理学 と弁証法 の関係

が生 じて くる。つ まり,「倫理学 に対 して対象

(Gegenstand)と 方 法 を 規 定 し,知 識 体 系

(die Systematik des Wissens)に 組 み 入れ る

こ とを 可能 に す る最 高 の 学 問(h�hste Wis-

senschaft)か ら倫 理 学 を演 繹 す る こ とが シ ュ

ラ イエル マ ッハ ー に よって 印象 的 に要 求 され て

い る」18)ので あ る。

 人 間同 士 が 日常生 活 に お ける対話 が弁 証 法 と

して の機 能 を果 たす 場合,そ こ には,他 人 との

人間関 係 にお いて 常 に善 を実現 し,目 指 す倫 理

学 的思 索 が行 われ な けれ ば な らな い。 この よう

な倫 理 学 的思 索 に よって行 わ れ る対 話 が弁 証法

的 な対 話 にな るの で あ る。

3 弁 証 法 か らの倫 理 学の 演繹

 対 話 が弁 証 法 と しての機 能 を もつ ため には,

その対 話 を行 う人 々が倫 理 学 的 な思 考 を常 に行

う必要 が あ る。 そ の意 味 に おい て,倫 理学 は 日

常生活 に直接 役 立 つ よ うな性格 を伴 わ な ければ

な らな い。 シュ ラ イエ ル マ ッハ ー にお いて は,

その よ うな倫 理 学 の性格 とは次 の よ うな もの と

し て 説 明 さ れ て い る。 「人 間 の 全 体 性

(Totalit舩)に お け る現 実 的 知識(das reale

Wissen)は,最 高の 対立(der h�hste Gegen-

s艘e)の 双 方 の項 の 力の もとで,あ らゆ る対 立

の含 み こまれ た もの(das Ineinandersein aller

Gegens艘e)の 発達 で あ り,… … そ の対 立 とは,

心(Seele)と 身 体(Leib),理 想 と現 実,理 性

と自然 とい う形 の もとにわ れわ れ に とっ て固有

の もの と して 生 じて くる」19)ので あ り,そ の 意

味 にお い て,あ らゆ る人 間 は倫理 的 におの ずか

ら発 展 して い く可 能性 を 自 らの うち に もって い

る。 つ ま り,人 間 が 本質 的 に もっ て い る二律 背

反 を解 決 し,統 合 して い こ うとす る本 質 的能 力

を もって い るので あ り,そ の能 力 に導 か れ る思

考 方法 が弁証 法 なの で あ る。

 しか しなが ら,人 間存 在 は さ まざ まの 環境 で

具 体 的 な生 活 を続 け て い るがゆ え に,個 々の人

間が導 く弁証 法 は 多様 な もの にな って い く。 そ

れ ゆ えに,さ まざ まの弁 証法 に よって導 か れ た

学説 に も多様 な種類 が存 在 して い るの で あ る。

「さ まざ まな所 与の 学 説(Systemen)か ら帰

納 的(induktiv)な や り方 で倫 理 学 を確 認 す る
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こ と(Ermittlung)は 他 のや り方,す な わ ち,

倫 理 学 に 学 問 的 性 格(Wissenschaftchara-

kter)を 保証 す るはずの 最 高の 学 問,あ るい は,

基礎 学 問(Fundamentalwissenschaft)か らの

倫 理学 の演 繹法 とい うや り方 での補 足 を必要 と

す る」2°)ので あ る。 なぜ な ら,個 々の 人 間の 行

う思 考 や思 考 か ら導 か れ る対話 は,必 ず しも完

全 に理性 に よって導 かれ て い る もの ばか りで は

ないか らで あ る。 それ ゆ えに こそ,何 らかの 客

観 的な価 値体 系 を もつ もの(す な わ ち,最 高の

学 問や基 礎学 問)に よって導 か れ る演繹 的 な方

法 に よ る吟味 が必 要 に な るので あ る。

 しか し,「 シ ュ ラ イエ ル マ ッハ ー に よっ て求

め られ て い る倫 理 学 の演 繹 は,最 高 の学 問その

ものが いか な る普遍 的 に認 め られ て い る形 にお

い て も存 在 して(vorliegen)い な い と い う問

題 に 直 面 して い る」21)ので あ る。 す な わ ち,シ

ュライ エル マ ッハ ー は あ らゆ る理 性的学 問 は,

その理 性 が 人間 の有 限性 の あ らわれ で あ るが ゆ

え に,必 然 的 に完 全 な普遍性 を もちえ な い。 普

遍性 を もち えな い学 問 で あ る倫 理学 か ら演繹 し

た善 は必 ず しも具 体 的 な行為 や 実践 を導 きえな

い と彼 は考 え るの で あ る。

 「シ ュ ライエル マ ッハ ーの 『倫 理学 』 はへ 一

ゲ ルの歴 史 哲 学 と同様 に,狭 い意味 での 道徳 論

(Morallehre)と して で は な く,あ ら わ れ て

くる理性 の行為 の領域 で あ る歴 史 の主 要 な思弁

的理 論 と して理解 す べ きで あ り」22),そ れ ゆ え,

弁証 法 か ら倫 理学 が導 かれ るの で あ る。 つ ま り,

シ ュライ エル マ ッハ ー に おい ては,倫 理学 は人

間 の きわめ て具 体 的 な現 実生 活 そ の もの の あ ら

わ れで あ って,特 定 の学 問 的分 野 に おい ての み

当て は まる もので はな く,あ らゆ る人 間 その も

の の生活 に法 則 性 と して あ らわれ て くる もの で

あ る と理 解 されて い る。 そ こで,倫 理学 の普 遍

性 が さ らに重要 な意義 を もつ ように な って くる

の で あ る。

 「シュ ライ エル マ ッハ ー は倫理 学 の学 問 的基

礎 づ け(wissenschaftliche Grundlegung)と

して,認 識論 的 観 点 に おい て も,存 在 論 的観 点

(ontologische Hinsicht)に お いて も,弁 証 法

か ら導 かれ た基 本 的 言 明(Aussage)を 拠 り所

に してい る」23)ので あるが,こ れ は学問的観 点

だけか ら導 かれた演繹的見解 に も,存 在論的観

点か ら導かれた帰納的見解に も,完 全な普遍性

を見 出せ ないと考 えているか らであ り,そ れ ら

を弁証法 に よって吟味 しては じめて普遍1生への

方向性 を見つけ出せ るとシュライエルマ ッハー

は考 えたのである。

 「認識(das Erkennen)と は,思 考 にお け

る存 在,つ ま り,理 想 に お け る現 実 の 写 し

(Abbilden)以 外の いかな る もので もな い」24)

のであって,人 間が現実の物の存在 を認識す る

時,そ の物が存在 するのであって,認 識 という

人間の能 力は思考 を通 じて成立す るわけである

か ら,物 の存在 と人間の問に思考 による認識が

成立 しなければ,人 間 と物の関係 は存在 しない。

この ような認識論 と存在論の関係 を弁証法に よ

って調和的に総合化す る時,入 間 と物 との関係

が成立す るのである。同様のことは,人 間 と人

間の関係 において も,生 じて くる。 シュライエ

ルマ ッハーによると,人 間 と物 との関係 は物理

学に よって問題 にされ るものであ り,人 間 と人

間の関係 は倫理学 によって問題 にされるのであ

る。 この人間 と人間の関係 を問題 にするとい う

帰納的観点 をより完全な普遍性へ と発展 させ る

ために,シ ュライエルマ ッハーは帰納的観点 と

演繹的観点 との弁証法 を用いるのである。

 それゆえ,「倫理学 はこの ような理性 の活動

(Vernunftt舩igkeit)の 普 遍 的 な(al1・

gemein)法 則や 原理 の表現(Darstellung)に

のみ限定 され るのではな く,そ れ を超 えて善論

(G�erlehre)の 内部において文化的観点 にお

い て 行 動 して い る理 性 の有 意 義 な 産 出物

(bedeutende Hervorbringung)を 表現 しよう

とす る」25)ので あ り,そ こに,人 間の もつ理性

と自然性の対立 を克服す るべ き弁証法 的関係が

倫理学 においてあらわれて くるのである。 また,

「善論 とは,道 徳的行為,す なわち,現 世的本

性 に基づ く理性の行為 によってつ くり出された

もの全体 の記 述(Beschreibung)と して起 草

され た もの であ り」26),倫理学が善 論だけで成

り立つ場合,そ の現実的意義は きわめて限定 さ

れた ものになって しまう。なぜな ら,人 間は常
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に理性だけで行動 しうる存在ではな く,そ の中

に心が含 まれていなければならない。 この点に

ついて,シ ュライエルマ ッハーは次の ように説

明す る。「理性 は心(Seele)で あるべ きであ る。

心 を吹 き込 まれた原理は身体 と生命 を形成 し,

維持 す る。それゆえ,わ れわれは理性 を,人 間

性 を自らの もの に した もの として,ま た,完 全

な もの(das Ganze)と の相互作 用の うちに保

持 されてい る心 として発見 しなければな らない。

人間の 全体性(Totalit舩)に おいて この よう

なこ とを考察 した ものが,最 高善(das h�h-

ste Gut)に つ いての学説 なので ある」27)。つ ま

り,シ ュライエルマ ッハーにおいては,人 閲 を

さまざまの二律背反的要素 を含み もつ総合的な

存在 として捉 えるとともに,単 純 に一個 の存在

と してではな く,人 類 とい う種全体 における一

存在であ るとい う複合的 な視点か ら人間 を捉 え

ようとしてい るのである。 そ うす ることに よっ

て,人 間の もつ多面的 な二律背反 を解消 しよう

として いるので あ る。それゆ えにこそ,「 理性

と自然の共 存の あ らわ れ(Darstellung)と し

ての倫理学は歴 史科学(die Wissenschaft der

Geschichte)な のであ る」28}。

 シュライエルマ ッハーは人間の多面的性格 を

で きる限 り総合的 に捉 え ようと した。 それゆえ,

倫理学において も人間 と善の関係 を現実の生活

に即 して理解することは不可欠の条件 であった。

それが従来の倫理学説 に対す る批判 としてあ ら

わ されているのである。従来 の倫理学説の問題

点は,ま さに学問その ものの もつ普遍性 と現実

的有効性の間の矛盾であ り,そ の結果,大 多数

の倫理学説が現 実的有効性 をもたない理論のた

めの理論 としての倫理学説であった点 にある。

シュライエルマ ッハーはこの ような倫理学説か

ら彼独 自の倫理学 を区別す るために,現 実的有

効性 を もちなが ら,し か も,普 遍性 をもち続 け

ることを目指 す必要があった。 しか しなが ら,

それ 自体 が基本的な矛盾(二 律背反〉であった。

そこで,シ ュライエルマ ッハーは弁証法 を用い

ることによって幾重 に も重なる人間の二律背反

を解消 しつつ普遍的妥当性 を もつ倫理学 をつ く

り上 げようと試みたのである。

 同様 のことは,教 育理論 について も当てはま

るこ とである。教育理論は倫理学以上 に現実的

有効性 を重視 しなければな らない。そこで,教

育理論における弁証法 について考察す ることに

す る。

4 教育理論 を導 く弁証 法

 「彼(シ ュライエルマ ッハー)の 倫理学の特徴

は現実社会 における現実的有効性 と善 という理

念の普遍 妥当性 を同時 に成立させ ようとす る点

にある。 そ して,現 実社会におけ る現実的有効

性 を実現 するための方法理論 として教育学 をシ

ュライエルマ ッハ ーは考 えていた」29)。シュラ

イエルマ ッハーにおいて教育学は倫理学説 を実

現 す るための方法 理論 で あ り,「教育理論 は倫

理学 と密接 な関係 にあ り,ま た,教 育理論 は倫

理学 と結 び つい た術 理論(Kunstlehre>で あ

る」3°)とし,シ ュライエルマ ッハー 自身教育理

論 の現実的有効性 をきわめて重視 してい る。

 また,シ ュライエルマ ッハーは教育理論 を展

開す る場合,そ の基礎 に置 くのは教育的はたら

きかけの対象で ある人間その ものの性質である。

「人 間は生 きた もの(Lebendiges)で あ り,

それゆえ,は じめか ら人間には人間的本性 に属

す るあ らゆ る もの に関 して,自 己活動(Selb-

stt舩igkeit)が 宿 って い る」31)ので あ り,こ の

ような人間の本質に合わせ た教育的はた らきか

けが行われなければならない。

 それゆえ,シ ュライエルマ ッハーの教育的は

た らきかけの原則は 「まず,常 に自己活動が誘

い出 され,そ れか ら導かれなければな らないだ

ろ う」32)とす る ものであ る。つ ま り,教 育 的は

た らきかけを行 う教育者の立場 とそのはた らき

かけを受 ける被教育者の立場の双方か ら教育 を

捉 え,そ の調和的統合 を図ることによって教育

が行われなければな らない と考 えられている。

 また,教 育理論は倫理学 と同様 に帰納的側面

と演繹的側面 をもたなければな らない。それは

教育が現実の具体的な人間に対す るはたらきか

けである と同時 に,理 念的な倫理的価値である

善 を目指す ものでなければならないか らである。

「そ れ ゆ え,教 育 学 は純 粋 に思 弁 的(spe一
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kulativ)で も,単 純 な経 験 科 学(Erfahrung-

swissenschaft)と して根 拠 づ け られ る こ とは

で きず,両 者 の 間 を揺 れ動 い(pendeln)て い

る」33)ので あ る。 こ こ に シ ュ ラ イエ ル マ ッハ ー

の弁証 法 が あ らわ れ て くる必要性 が あ るの で あ

る。 つ ま り,教 育学 は個 々 の人 間(被 教 育 者)の

具 体 的 な活 動 を前提 に して い な ければ な らず,

その意 味 にお い て,被 教 育者 の具 体 的活 動 を経

験 的 に捉 えて い くこ とに よって教 育 学 に おけ る

現 実 的有 効性 が維 持 され ね ば な らない。 しか し

なが ら,教 育 はそ れ だ けで はな く,現 実 の 被教

育者 を思弁 的 に導 かれ る善の 理念 へ と結 び つ け

て いか ね ばな らな い。 この現 実 的 な もの と思 弁

的 な もの の 間の調 和 的統 合 にお いて,シ ュラ イ

エル マ ッハ ー の弁証 法 が成 立 して くるので あ る。

 しか も,こ の よ うな現 実 と理念 の 調和 的統 合

に具体 的 な教 育 実践 を加 えて い くこ とに よっ て

実学 と して の教 育学 も成立 して くるので あ る。

「シュ ラ イエル マ ッハ ー に よ る と,こ の よ うな

意 味 にお い て,教 育理 論 は三 重の 理 論 を含 ん で

い る。 す な わ ち,確 立 し た 人 間 学(eine

dezidierte Anthropolog{e),解 明 され た 目的論

(eine gekl舐te Teleologie),さ らに は,練 り

上 げ られ た 方法論(eine ausgearbeitete Meth-

odologie)で あ る」34)とされ て い る よ う に,教

育理論 の 実践 化 には 人間の 本性 を明 らか にす る

人間学 だ け で はな く,倫 理学 に よって導 か れ た

目的論 と方法 論 が必 要 なの で あ る。

 シュ ライエ ル マ ッハ ー に おい ては教 育 の方法

論 と目的論 は ともに倫 理 学 か ら導 か れ る もの と

され て い る。35に れ は シ ュ ライ エ ル マ ッハ ー が

あ くまで教 育 学 と倫 理学 の 関係 の 密接 さ を重視

して い た こ とを示 す もので あ る と ともに,シ ュ

ラ イエ ル マ ッハ ー にお い て は,心 理学 につ い て

は,入 間 の精 神 的能 力 の分析 にお い て必然 的 に

行 われ る学 問で あ り,人 間の本 質 の分析 の ため

の補 助 的学 問 と しての理 解 を もって いた と考 え

られ る。36)

 シュ ライ エルマ ッハ ー は倫 理 学 説 に現 実的有

効性 を与 え るた めの 方法 理論 と して教 育 理論 を

打 ち立 て よ う と してい たの で あ るか ら,そ の 目

的 も方法 も倫 理学 にお いて考 え ざ るを えなか っ

たの で あ る。 そ して,そ の過程(弁 証法 に よっ

て教 育理 論 を展 開 して い く過程)に お いて,人

間学 的分 析 と目的 論 と方法 論 との弁 証法 的 考 察

にお い て心理 学 的要 素 の分析 が 行 われ て い った

ので あ る。

 それ ゆ え,シ ュ ライエル マ ッハ ー に とっ て人

間 学 的 分 析 は 「経 験 的 形 相 的(empirish-

eidetisch)理 論 と思 弁 的 形 相 的(spekulativ-

eidetisch)理 論,さ ら に は,経 験 的 日的 論 的

(empirisch-teleologisch)理 論 と思 弁 的 目 的

論 的(spekulativ-teleologisch)理 論 」37)の弁 証

法 的考 察 に よって行 われ た。 っ ま り,シ ュ ラ イ

エル マ ッハ ー にお いて は,人 間学 的分析 に よっ

て導 か れ た 人 間 の諸 能 力(自 発性 と受 容 性 に よ

る分析 に よ って導 かれ た能 力)を 基 礎 に して,

人 間 の心 的構 造 を明 らか にす る(心 理学 的分析)

とと もに,そ れ を経験 に よって あ らわ れ た具体

的 要素 と結 びつ け て考 察す るこ とが必要 で あ り,

そ こに,弁 証法 が利 用 されたの で あ る。 それ ゆ

え,「 シ ュ ライエ ル マ ッハ ー は彼 の哲 学 的 尽 力

(philosophische BemUhung)に 似せ て いか な

る 『新 しい』教 育 組 織(Erziehungssystem)

を も立 て よ う と したの で はな く,む しろ学 問的

対 話(Gespr臘h)に よ って,す で に あ る教 育

的 な 理 論 形 成(p臈agogische Theoriebi1-

dung)か ら教 育 学 的 「知 識』 を突 き とめ よ う

と した」38)ので あ る。 つ ま り,シ ュ ラ イ エ ル マ

ッハ ー にお いて は,教 育理論 はあ くまで,倫 理

学 の実現 とい う現 実 的有 効性 を生 み出す 必要 が

あっ た。 その た め に,彼 は弁 証法 的視 点 を もち

続 け ざ る をえな か ったの で あ る。

 シュ ライエ ルマ ッハー にお いて は,心 理学 的

考 察 は教 育理 論 を展 開す るため の基礎 理 論 と し

て の 人間学 を成立 させ るための 手段 に過 ぎなか

った。 それ ゆ え,「 シ ュ ラ イエ ル マ ッハ ー の 心

理 学 は,彼 の 主 体 性 理 論(Subjektivit舩stb-

eorie)に 対 す る系 統 的 に基 礎 とな る意 義 を も

って い る に もか か わ らず,従 来二 流 文学 にお い

て ば らば らに取 り扱 わ れ て きた に過 ぎな い」39)

といわ れ るの で あ り,シ ュライ エル マ ッハ ー 自

身 当初 主要 な研 究対象 に は して い なか った。4°〉

 シ ュ ラ イ エ ル マ ッ ハ ー は 「心 の 学 問
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(Seelenlehre)」 と して 心 理 学 を 捉 え,「心

(Seele)は 身体 的有機 的 な心身の状態 の統一一

体 における人間の精神機能,な い しは意識機能

の人間学的場(der anthropologische Ort)で

あ る」41)と理解 していた。それ ゆ え,教 育理論

の基礎 にな る人間学 の展開には,そ の ような心

理学的考察が不可欠であったのである。 ただ現

代の心理学の ように,実 験的方法や統計 的方法

ではな く,生 活経験的 な哲学的思索 によって行

われ る心理学であったために,き わめて人間学

的な もの になったので ある。 しか も,シ ュライ

エルマ ッハーが学問的吟味 として普遍性 と現実

的有効性 の両 立を前提 として行 っていた教育理

論研究 には,必 然的に弁証法的考 察が多用され

ることになったのである。

 「シュライエルマ ッハーは教育学 を教 育的行

為の術理論(Kunstlehre des erzieherischen

Handelns)と して弁 証法的 にのみ基礎 づ け る

こ とがで きた。その術理論 とは,倫 理学 か ら生

じた 「技術 的秩序(technische Disziplin)』 と

して,学 問 と しての教育実践への弁証法 的関連

においてのみ正 当性 を認め るこ とのできるもの

であった」42)とされてい るように,シ ュ ライエ

ルマ ッハーの教育理論 はあ くまで倫理学か ら導

かれた方法理論 としての術理論であ り,倫 理的

価値 を現実社会 において実現 してい く(つ まり,

倫理学の実践化)こ とを第一 目的にす る理論で

あって,そ のためにそこには必然的に弁証法が

用 いられ ざるをえないのであ る。

 シュライエルマ ッハー はこの ように教 育理論

の現実的有効性(倫 理的価値 の実現 と定着のた

めの具体 的はた らきかけ)を 最重要視 して いた

ために,「 あ らゆ る時代 と場所 に当ては まる普

遍 妥 当 的 教 育 学(allgemeing司tige

P臈agogik)を 打 ち立て るこ とは可能であろう

か。 この問いを,わ れわれは否定 しなければな

らない」43)とし,そ の理由 を 「教 育理論 は教 育

の思弁的原理 を一定の与 えられた事実基礎 に適

用 した ものに他 な らないか ら」44)として いる。

つ ま り,シ ュライエルマ ッハ ーにおいては,教

育理論 はあ くまで倫理学の もつ価値 と目的を実

現す るための方法理論 であって,そ の ための具

体的術理論でなければならない。 それゆえ,普

遍妥 当的教育学の必要性 を認めていなか った と

考 えられる。

 「教育学 における弁証法的思考 は究極的には

教 育的現実(Erziehungswirklichkeit)の 内部

に お け る両極 的 な連 関(polare Zusammen-

h舅g)の 把握 と分析 を 目指 す」45}もので あって,

その ような教育的現 実の把握 と分析 は倫理的価

値の実現のための手段 に過 ぎない。その手段 と

しての教 育理論が手段的意義 をもつ もの に近づ

くため には,必 然的に弁証法的考察が必要なの

である。弁証法 は具体的現実 を踏 まえて,そ こ

か ら普遍的 な もの を導 く思考方法で ある。

 「弁証法 によって基礎づ け られ,倫 理学に依

存 しなが ら(政治学 に並列 され)適 応 される学問

としての教育学 において,シ ュライエルマ ッハ

ー にとっては現実 と理想(Real und Ideal) ,

す な わ ち,具 体 的 ・経 験 的 実 情(Gegeben-

heit)と 思弁的に得 られた理念 との基本的対立

があ らわれて くる」46〕。

 シュライエルマ ッハー においては,教 育 を問

題 にす るこ とは現実の人間存在 と理念 を常 に総

合的 に,考 察す ることを前提 に している。なぜ

な ら,シ ュライエルマ ッハーにおいては,現 実

のあるが ままの状態 を分析 するだけでは,教 育

を問題 にす ることはで きず,理 念的 な理想 を思

弁的 に取 り扱 うだ けで も,教 育 を問題 にで きな

い。教育はその対象 として,常 に現実 と理念を

深 く関連づ けていなければな らず,ど ち らかに

偏って しまうことはで きないのである。 しか も,

現実 と理念の深 い関連づけは教育にかかわ るす

べ ての要素において行 われなければならない。

それが人間学的な もの と目的論的な もの と方法

論的 な ものなのである。

 教育理論 は倫理学以上 に人間存在 その ものに

ついての現実的分析 を必要 としている。 それゆ

え,人 間学的な もの におけ る二律背反(普 遍 と

特殊,全 体性 と個別性,思 考 と存在,自 発性 と

受容性 自然性 と理性等),目 的論的 な もの にお

け る二律背反(価 値創造性 と価値受容性,社 会

適合 と個性伸長,現 状維持 と社会改革,遊 び と

訓練,現 在 と未来等),方 法論的 な もの におけ
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シュライエルマ ッハー にお ける弁証法 の意義 につ いて(II)

る二律背反(意 図的教育 と無意 図的教 育,助 成

作用 と抑制作用等)の それぞれ において問題 を

弁証法 的に吟味 してい く学問が シュライエルマ

ッハーにおける教育学 なのである。教育学 を構

成す る具体的教育現実における二律背反を弁証

法的考察によって解消 してい く過程 において,

教育理論が展開 されてい くのであ る。

 「人間 とい う有機 的統一体 におけ る二律背反

か ら生 じる対立 はあ くまで相対的な ものであっ

て,統 合化することは可能である。 しか しなが

ら,個 性や独 自性 をもつ個 々の人間において生

じて くる対立はさまざまの形であ らわ されて く

るがゆえに,統 合化の具体的 な方法 は多岐 にわ

た るのは当然であるが,い ずれの場合 も問題の

中に対立 を見出 し,そ れ を統合化す るという方

法論は原則的にすべ てにあてはまらねばならな

い」47)ので ある。 つ ま り,教 育学 はその対象 で

あ る人間の本質 と存在が二律背反的要素をもち,

しか も,人 間存在 その ものが個性 と独 自性 をも

つがゆえに,多 様 な方法 が必要になって くる。

ここに教育学の普遍性が成 り立ちに くい要素が

あ らわれて くる。個性 をもつ個別的人格の人間

に対す る教 育は,人 間 としての普遍性 によりも,

個別性 によって強 く導かれ,そ の結果,現 実的

有効性 を尊重す る教育的はた らきかけにおいて

は,必 然的に普遍性 は失われてい くように感 じ

られ るのである。

 しか し,こ れ は教育理論の普遍性が崩れてい
                       コ

るのではな く,普 遍妥 当性が崩れているのであ

る。 というのは,「 普遍 妥 当性 は普 遍性 を もつ

理論が実践 に結びつ き,そ の実践その ものが あ

らゆ る具体的な場合 に適応可能な状態 になる性

質 であ る」48)から,個 性 を もつ人間 を導 くべ き

教育理論が普遍妥当性 をもたないのは,当 然で

ある。現 実的な教育 を考 える場合,具 体的 な人

間の個別性 は著 しくあ らわれて くるの と同様 に,

それに合わせた教育理論 も個別的要素 を もたな

ければならない。教育理論が個別的要素 をもつ

のは,教 育実践 その ものが現 実的有効性 をもた

ねばならないか らであ り,こ のよ うな意味 にお

いて,被 教育者の状況 に応 じたはた らきかけが

必要になって くるとい う普遍性 をあ らゆる教育

理論 はもっていなければな らない。 ただ教育理

論 は他の理論 に比べて きわめて現実的有効性 を

重要視 するため に,教 育理論の普遍性の うちに

教育理論の普遍妥当性 とい う教育実践の成果や

効果 まで含めた考 え方が含 まれるのである。

 例 えば,「 人間の真の生命(wahres Leben)

に属 し,そ のなかで常に生 き生 きとした活動的

な衝動のすべ ては,そ の有機体の最 内部か ら生

じて こなければ ならない。そ して,宗 教 はこの

ような種類 の ものであ る」49)がゆえに,宗 教 に

おいては現実的有効性 よりも人間 としての普遍

性(共 通性)が 重視 されてい る。それゆえ,宗

教理論の展開には,必 ず しも弁証法的考察 は行

われ る必要はない。宗教 においては,現 実的有

効性 はほ とん ど問題 にされず,普 遍性 のみが問

題 にされ る。 あらゆる時代や地域 を超 えてすべ

ての人間の有限性 から生 じる無限志向性 に基づ

く宗教5°)は,人 間の もつ宗教性 のあ らわれであ

る というこ とがで きる。

 しか しなが ら,宗 教 と異なって理性 に よって

導かれるあ らゆ る学問においては,現 実的有効

性 はある程度問題 にされなければならない。 と

りわけ,実 学 と しての教育学 はその度合 いが き

わめて高いのである。 しか も,シ ュライエルマ

ッハーの場合,教 育学 を倫理学の求め る価値 を

実現す る術理論 と考 えているため,な おさら,

現実的有効性 に対す る欲求は高いのである。そ

して,現 実的有効性 を高めてい くために弁証法

は不可欠の術理論 にな るのである。

 また,「 一般 的な理論の現実的有効性 は,そ

の理論が現実において実践 できること,さ らに,

実践す るこ とに よってその現実の状況 に適応で

きるこ とを意味す るだけであるのに対 して,教

育理論の現実的有効性 は,単 に現実 において実

践 で きた り,実 践す ることによってその現 実の

状況 に適応で きるだけでな く,現 実 をよりよい

方法 に向けて改善 し,導 くことを も可能 にする

ので ある」51》がゆえに,教 育理論 にお いては,

「現実 をよりよい方向に向け改善す る」 という

積極的要素が常に含 まれて くる。 この点 におい

て,あ らゆる教育理論 は普遍性 をもってい ると

い うことがで きる。
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 教育理論 は現実的有 効性 を重要視 するこ とは

すでに述べ たが,同 時 に 「よりよい」方向への

現状改革 とい う普遍性 をもってい る。シュライ

エルマ ッハーの弁証法 理論が ここにおいて,さ

らに重要な意義 をもって くるのである。教育理

論が もつ普遍性 は,「 よ りよい」方 向へ の改善

という要素を もつ ことの うちにその特徴 をあら

わすのであ る。「よ りよい」 方向 を 目指 してい

く過程 において,現 実の具体的方策 を弁証法的

に吟味 してい くことが,教 育学研究 において必

然的 に行われなければな らない。

 教育理論研究 は,現 実 を踏 まえて理想に近づ

けてい く具体的 な教育実践 を導 きうる理論でな

ければな らない。 しか しなが ら,人 間存在 との

かかわ りの うちにある現実には,二 律背反的要

素 は常に存在 してい る。 この ような状況におい

て展開 され る教育理論 は必然的 に弁証法 的考察

に よって展開 され ざるをえないのである。弁証

法的考察 によって教 育理論 の現実的有効性が高

まるとともに,教 育実践が普遍的 に目指す 「よ

りよい」状態の実現 を可能にで きるのであ る。

 「教育は両者(現 状維持 と現状 改革)が で き

る限 り調和す るように,す なわち,若 者が現状

に入って有能 に(t�htig)活 動 で きるように,

しか しまた,そ こにあ らわれ る改革(Verbes-

serung)に 力い っぱ い入 っていけ る よ うに整

えられ るべ きで ある」52}とされて い るように,

現実社会 において若者は現実社会 に適合で きる

ように教育 され る必要が あるが,そ れ と同時 に,

現実社会 にあ る問題 点を改革す る能力を も備 え

なければな らず,教 育はこの ような二律背反 を

弁証法的 に調和 させ る時,は じめて現実的有効

性 をもつ教育になって くるのである。つ ま り,

教 育理論が現実的有 効性 を もてるためには,常

に弁証法的考察が行われていなければならず,

しか も,そ の ような弁証法 的考察 は,ま さに,

シュライエルマ ッハーが いう現実 を踏 まえた調

和的弁証法でなければな らないのであ る。現実

を踏 まえた弁証法的考察 こそが現実的有効性 を

導 きうる教育理論 を生み出す とともに,こ の よ

うに してあ らわれ た教 育理論 の もつ 「よ りよ

い」状態への志向性 こそが教 育理論が もつ普遍

性 につなが るのである。

5 おわ りに

 以上 の ように,実 践 化 の必要性 を もつ理 論

(倫理学 も教育学 も)は 人間の もつ本質のゆえ

に弁証法的考察を必要 とす る。 シュライエルマ

ッハーが弁証法 を研究 していったのは,他 の さ

まざまの現実的有効性 を もたねばならない理論

研究の過程 においてであ り,と りわけ,教 育理

論研究における弁証法の意義 はきわめて重要 で

ある。それ は教育理論 こそ最 も現実的に人間生

活を導 きうる理論であるか らである。

 本論稿 においては,シ ュライエルマ ッハーに

おけ る弁証法 を考察する総合的研究の一環 と し

て,特 に倫理学 と教育学 における弁証法の意義

につ いて考察 した。弁証法 その ものの意義 につ

いては,シ ュライエルマ ッハーの弁証法の講義

その もの を分析研究 していかなければな らない

が53),本 研究では倫理学 と教育理論の展開にお

ける弁証法の必要性 を具体的に明 らかに し,シ

ュライエルマ ッハーがこだわった学問における

普遍性 と現実的有効性 の意義について多面的に

考察 した。
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